
特 集 「ビジネスと人権に関する国連指導原則」にもとづく日本の行動計画策定にあたって 
 ―政府・企業・市民社会は何を求めるのか、何を求められているのか―

2016年11月16日、第5回ビジネスと人権国連フォー
ラムの場で、在ジュネーブ日本政府代表部大使がビジ
ネスと人権に関する国連指導原則（以下、指導原則）
の実施のための国別行動計画（以下、NAP）の策定
を公表した。同時期に、国内では持続可能な開発目標

（以下、SDGs）の実施指針策定の議論が進められてい
た。そして同年12月に策定された実施指針本文に「ビ
ジネスと人権」の文言が入り、また付表にNAPの策
定とその進捗状況を図る指標が盛り込まれた。年明け
の2017年1月末に、外務省をはじめとする政府の会合
が開催され、いよいよNAP策定の議論が本格的に開
始された。こうした政府のコミットメントを歓迎する。

2017年3月1日には、ジェトロ・アジア経済研究所が、
ビジネスと人権に関する国連ワーキンググループのメ
ンバーや実務者、外部有識者等を招いて東京で開催し
た、ビジネスと人権のシンポジウムは大変な盛況ぶり
で、このテーマへの高い関心を窺い知ることができた。
本稿では、NAP策定プロセスにおけるステークホル
ダー ・エンゲージメントの重要性と市民社会がどの
ような役割を担うべきか、について考えたい。

●ステークホルダー ・エンゲージメントの重要性
NAP策定プロセスにおいて、関連するステークホ

ルダーとの協議等のエンゲージメントの重要性が指摘
されている。ステークホルダーとは、ISO26000（国
際標準化機構発行の社会的責任に関する国際規格）の
定義を用いれば、「組織の何らかの決定または活動に
利害関係をもつ個人またはグループ」である。前出の
ビジネスと人権に関する国連ワーキンググループが公
表している「ビジネスと人権に関する国別行動計画の
指針」（1）（以下、NAPガイダンス）には、ステークホ
ルダー ・エンゲージメントについてNAPの実効性と
正当性を担保するうえで不可欠である、と書かれてい

る。 同様に、 米国の国際企業説明責任円卓会議
（International Corporate Accountability Roundtable : 
ICAR）とデンマーク人権研究所が共同開発したNAP
策定ツールキット（2）にも、関連する全てのステーク
ホルダーの効果的なNAP策定への参加がNAPに信頼
性と正当性を付与する、 と書かれている。 表1は、
NAPガイダンスに明示されている「国別行動計画の
プロセスに関する指針」（3）（以下、NAPプロセス指
針）である。NAPプロセス指針では、第1段階「策定
準備」、第2段階「現状評価と協議」、第3段階「NAP
の起草」、第4段階「実行」、そして第5段階「アップデー
ト」の全段階で、関連するステークホルダーとの協議
等のエンゲージメントやステークホルダーの参加が求
められている（表1）。そのなかでも、初期段階で重視
される第2段階「現状評価と協議」の「5. ビジネスに
関連する人権への負の影響の特定」や「6. 国家と企業
の指導原則実施状況のギャップ特定」をはじめとする
基本的な調査研究（ベースライン調査）において、外
部の専門家や関係するステークホルダーの参画のもと
に行うことが極めて重要とされる。

●ステークホルダーとは誰か
さて、関連するステークホルダーとは誰か。前出の

NAP策定ツールキットに次のようなカテゴリーが考
慮されるべきであると記されている。

（1）　政府機関、政府関係部署、国営企業など
（2）　司法・行政審判所、その他の紛争解決機関など
（3）　関連委員会を含む議会
（4）　 ビジネス、産業セクター、経済団体、中小企業

など
（5）　労働組合など
（6）　 人権侵害のリスクにさらされているグループ、

マイノリティに属する権利保有者、人権活動家、
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会にはこの役割をしっかりと果たすことが求められる
であろう。

●マルチステークホルダー ・プロセスの活用
プロセス指針の第4段階「実行」に「12．マルチステー

クホルダーによるモニタリング」がある。マルチステー
クホルダー ・プロセスとは、3者以上のステークホル
ダーが、対等な立場で参加･議論できる会議を通し、
合意形成などの意思疎通を図るプロセスである。この
プロセスは、1992年のリオサミット（環境と開発に関
する国連会議）の頃から有効な公共ガバナンスとして
国家戦略策定や、開発プロジェクト、CSR関連のガイ
ダンス・規格策定などに実践的手法として活用されて
きた。 日本においても、ISO26000の国内委員会、
SDGs推進円卓会議、地域円卓会議などをはじめ、政府、
企業、労働、消費者、NPO/NGO、研究者、金融機関
など多様なステークホルダーが共通の目標に向けて協
議する実践事例が増えていることから、モニタリング
に留まらず、NAP策定プロセスの要所要所で、マル
チステークホルダー ・プロセスを採用することは有
効だと考える。

●他国のNAP策定への市民社会の関わり
指導原則が国連人権理事会で2011年に全会一致で承

認された後も、ビジネスに関連する人権侵害が減らな
いどころか、ますます深刻化する事例が広くみられて
いる。そのため、市民社会は、一方で指導原則の実効
性を高めるために指導原則自体の条約化を求める動き
を展開し、他方で条約化には長い年数がかかるため、
まずは各国政府にNAP策定の要請を強めている。こ
こでは、後者の動きに焦点を合わせ、NAP策定のプ
ロセスに様々な形で関わってきた市民社会の数事例を
紹介する。

先述のNAP策定ツールキットは多くの国で利用さ
れているが、ICARは他にも様々な形でNAP策定に関
わってきている。たとえば、米国が責任あるビジネス
行動計画（Responsible Business Conduct: First 
National Action Plan for the United States of 
America）を作成する際には、国内4カ所で開催され
たパブリック・コンサルテーションのうち、ワシント
ンDCでの実施に主体的に関わった。

ICARは、 市民社会組織の欧州企業正義協議会

先住民族など
（7）　国家人権機関、オンブズマン団体など
（8）　市民社会組織
（9）　メディア
（10）アカデミア、研究機関、教育機関など
（11）国際機関（国連機関、世界銀行、OECDなど）

ここで重要になるのが、（6）に挙げられている人権
への負の影響を被りやすい人たち／グループをステー
クホルダーとして認識することである。NAP策定ツー
ルキットにも、最も脆弱性の高いグループや社会的に
排除されるグループへの視点の重要性が書かれている。
このグループには、子ども、女性、少数民族、人種や
宗教的なマイノリティ、LGBTなどの性的マイノリ
ティ、障害者、先住民族、高齢者、移民・移住労働者
とその家族、貧困層、ホームレス、地理的に阻害され
ているコミュニティ、インフォーマル経済で働いてい
る人々などが含まれる。この視点をNAPにしっかり
と反映させるために、当事者の人たちやグループに直
接協議の場に出て来てもらうのが理想であるが、諸事
情で叶わない場合は、その人たちやグループの権利擁
護や支援をしている市民社会組織に代弁者として参加
してもらうことは重要であろう。 日本においても
NAPを実効性のあるものにするために、特に市民社

表１　国別行動計画のプロセスに関する指針
第1段階：策定準備

1.  政府の公式なコミットメントの公表
2.  政府各部署の垣根を越えた協力枠組みの設置とリーダー指名
3.   政府以外のステークホルダーとのエンゲージメントのため

の枠組み設置
4.  活動計画の策定と公表、必要なリソースの確保

第2段階：現状評価と協議
5.  ビジネスに関連する人権への負の影響の特定
6.  国家と企業の指導原則実施状況のギャップ特定（現状把握）
7.  ステークホルダーとの協議および優先分野の特定

第3段階：NAPの起草
8.  NAP初稿の起草
9.  ドラフトについて利害のあるステークホルダーとの協議
10. NAPの最終化および施行

第4段階：実行
11.  活動の実行および政府各部署の垣根を越えた協力の継続
12.  マルチステークホルダーによるモニタリング

第5段階：アップデート
13.  既存のNAPの実績評価と未達成分野の特定
14.  ステークホルダーとの協議および優先分野の特定
15.  NAPの改定と改訂版の協議、最終化、発行

＊下線は筆者
（出所）筆者作成。
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国家人権機関（National Human Rights Commission 
of Korea：NHRCK）は、人権に関する国別行動計画
と連動させながらビジネスと人権に関するNAPの開
発を進めてきており、ベースライン調査を含めNAP
の草案作成を、公募により外部の民間非営利組織であ
る韓国人権財団に委託した。2016年にNHRCKがNAP
草案を法務省に提出しており、同省はパブリック・コ
ンサルテーションも実施しながら一般の人権に関する
NAPに組み込む形で、ビジネスと人権に関するNAP
を最終化するとのことだ。

●NAP策定に関する日本の市民社会の動き
次に、日本の市民社会の動きについて紹介する。国

内外を問わず、ビジネスに関連する人権侵害がみられ
る深刻な状況が続く中、筆者の所属団体を含む複数の
市民社会のメンバーは、2016年5月のG7伊勢志摩サ
ミットに際して日本政府が速やかにNAPを策定する
ことを要請した。前年の2015年にドイツ・エルマウで
開催されたG7サミットの首脳宣言に盛り込まれた

「『ビジネスと人権に関する国連指導原則』への強い支
持 」 の 継 続 や、OECD各 国 連 絡 窓 口（National 
Contact Points: NCPs）を含む、救済へのアクセスを
提供するメカニズムの強化などを求めた提言書は、国
際NGOを含む60団体の署名とともに、政府に届けら
れた。

日本政府のNAP策定の公表にともない、G7伊勢志
摩サミットへの提言書をまとめた団体が中心となり、
ビジネスと人権NAP市民社会プラットフォームを立
ち上げた。同プラットフォームは、日本政府が策定す
るNAPに、市民社会の立場から参画、共同していく
ことを目指しており、人権団体や、環境団体、国際開
発NGOなどに広く呼びかけ、途上国に伸長したサプ
ライチェーンの先に連なる農園や資源採掘の現場、工
場や廃棄の現場で人権侵害の被害にあっている人たち
の権利擁護団体、国内での外国人労働者の支援団体、
アドボカシー団体、女性や子どもの権利団体などが参
加するゆるやかなネットワークを形成している。同時
に、ビジネスと人権という課題になじみのない団体も
まだ多くあるので、市民社会内部での学習会の開催や、
他セクターとの連携や協議も必要だと感じている。同
プラットフォームは、NAP策定プロセス開始に際し
て、今年5月にNAPガイダンスの内容に即した初期提

（European Coalition for Corporate Justice：ECCJ）
とともに、すでに策定された数カ国のNAPの評価を
行った（4）。対象は、英国、オランダ、デンマーク、フィ
ンランド、リトアニア、スウェーデンの6カ国で、前
出のNAP策定ツールキットの25のチェックリスト項
目に即して、NAPの内容と策定プロセスの評価を
行った。その一例として、NAP策定にいち早く着手
した英国の初版（2013年9月に公表、その後2016年5月
に改定）に関しては、評価できる点として、政府内の
部署を超えた運営委員会を立ち上げたことや見直しに
向けてフォローアップの枠組みを作成したことなどを
挙げた。一方、弱点としては、NAP起草前のベース
ライン調査を実施しなかったことや、パブリック・コ
ンサルテーションの際に、政府が事前に関連するス
テークホルダーの特定をしなかったため、人権への影
響を受けているコミュニティをはじめとする重要なス
テークホルダーが含まれなかったことなどが指摘され
た。このようにICARとECCJは、市民社会の立場で
既存のNAPを客観的に評価することでNAP策定中ま
たは策定を計画している国に有用な情報を提供するこ
とを目的としている。

NAP策定中の国においても、市民社会の参加を促
す様々な取り組みが行われている。 国家人権機関

（National Human Rights Institute：NHRI）が設置さ
れている国では、NHRIが主となって策定作業を進め
ているところが多い。たとえばタンザニア政府は、
2013年にビジネスの文脈における人権尊重を進めるた
めの具体的な事業を行い、すべてのステークホルダー
の実質的な参加とコンセンサスを促進するような行動
計画を確立することを明言した。NAP策定プロセス
にあたっては、タンザニアの非営利組織である法律人
権センター（LHRC）とICARが「タンザニアにおけ
るビジネスと人権枠組みの実施に関する『陰の』ナショ
ナルベースライン調査」を実施・公表した。また、
NAP策定には、NHRIと現地の市民社会が、デンマー
ク人権研究所や国際NGOのSOMOとコンソーシャム
を組む形で参画している（5）。

アジアのなかで、NAP策定をいち早く進めている
韓国は、一般の人権に関する国別行動計画が2007年か
ら策定されており、第1次行動計画（2007～11年）、第
2次行動計画（2012～16年）に続き、現在、第3次行動
計画が議論されている（6）。2003年に設立された韓国
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へのアクセスのための通報受付窓口（Grievance 
Mechanism）構築なども進められており（8）、NAP作
成との連動は必須と考える。

今回のNAP策定を、日本社会のなかに指導原則を根
付かせる機会にするために、市民社会も大きな役割と
責任を担っていくことが肝要である。

（くろだ　かをり／一般財団法人CSOネットワーク事
務局長・理事）
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言を日本政府外務省に向けて行った。表2にそのポイ
ントを紹介する。

表2　�ビジネスと人権に関する国別行動計画への初期提言�
ビジネスと人権NAP市民社会プラットフォーム

〈基本的な前提に関する提言〉
1． 国連ワーキンググループのガイダンスを十分に踏まえること
2． NAPの内容を指導原則に明確に基づいたものにすること
3． 上記1の認識を関係する省庁を含め政府内部で徹底すること
〈策定プロセスに関する提言〉
4． 関係するステークホルダーと十分な協議を必ず行うこと
5． ベースラインスタディを重視すること
〈負の影響の特定に関する提言〉
6． 人権への負の影響の特定およびギャップの特定は、漏れのないよ

うに行うこと
〈具体的な政府の対応に関する提言〉
7． 負の影響に対処するための具体的な措置を十分に検討すること
〈平等および非差別の原則に関する提言〉
8． 社会的に脆弱な立場に置かれた、または周縁化された人々への視

点と平等および非差別の原則を重視すること

（出所）  http://www.bhr-nap-cspf.net/bhr-nap-cspf_teigen_170516.pdf
（2017年6月5日アクセス）。

●最後に
国家人権機関（NHRI） が存在しない日本では、

NAP策定プロセスは政治的意思と省庁の横断的なコ
ミットメントと多様なセクター連携が鍵になるであろ
う。NAP策定プロセスでは、政府がそれぞれのステー
クホルダーと協議することも大切だが、それ以上にマ
ルチステークホルダーが一堂に会する場の設定が有効
である。また、政府が公表した指針に基づき実施を進
めているSDGsや、持続可能性に配慮した2020年東京
オリンピック・パラリンピック競技大会の運営計画と
連動させることも重要である。

SDGsについては、ジョン・ラギー教授が2016年の
第5回ビジネスと人権国連フォーラムで、指導原則の
関係性についてたいへん貴重な基調講演を行った。ラ
ギー教授は、ビジネスが人権尊重のための基準よりも
とにかくSDGsに取り組むことの方が重要だと思い込
んでしまうことへの懸念を示したうえで「ビジネスが
SDGsへの貢献を最大化するためには、持続可能な開
発の人に関わる部分の核心において人権の尊重を促進
する努力をしなければならない」と語った（7）。SDGs
の実施や普及を進めていくうえでたいへん示唆に富む
内容であった。

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会
においては、準備期間と大会中の最大限の環境配慮と
ともに、人権保護や適切な労働慣行、人権侵害の救済
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